
人
間
ド
ッ
ク
の
申
し
込
み
に

つ
い
て

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
人
間

ド
ッ
ク
申
し
込
み
は
、
12
月
28
日

が
締
め
切
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

受
診
は
来
年
3
月
31
日
ま
で
可

能
で
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は

期
限
ま
で
に
申
し
込
み
を
お
願
い

し
ま
す
。

な
お
、
12
月
29
日
以
降
の
申
し

込
み
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保

険
か
ら
の
補
助
対
象
外
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課

1（
40
）5
5
5
8

家
屋
を
取
壊
さ
れ
た
ら

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日
現
在
の
土
地
や
家
屋
等
の
状
況
に

基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
を

全
部
ま
た
は
一
部
を
取
壊
し
た
場

合
、
そ
の
部
分
に
か
か
る
固
定
資
産

税
は
翌
年
度
か
ら
は
課
税
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
お
早
め
に
『
家
屋
滅
失
届
』

を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
滅
失
登
記
の
済
ん
で
い

る
場
合
は
こ
の
届
出
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

届
出
用
紙
は
税
務
課
窓
口
ま
た

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
申
請
様
式

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
コ
ー
ナ
ー
』
の
税
務

課
申
請
書
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課

1（
40
）5
5
5
4

母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練

給
付
金
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
が
就
職

や
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た
め
に
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
教
育
訓
練

講
座
を
受
講
し
た
場
合
、
受
講
に
要

し
た
費
用
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
要
件

次
の
①
か
ら
⑤
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

①
下
野
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る

こ
と

②
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
か
、
又
は
同
様
の
所
得

水
準
に
あ
る
こ
と

③
雇
用
保
険
に
よ
る
教
育
訓
練
給

付
の
受
給
資
格
を
有
し
て
な
い

こ
と

④
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
す
る
こ

と
が
就
職
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

の
た
め
に
必
要
と
み
と
め
ら
れ

る
こ
と

⑤
過
去
に
母
子
家
庭
自
立
支
援
教

育
訓
練
給
付
金
を
受
給
し
て
い

な
い
こ
と

●
支
給
額

対
象
講
座
の
入
学
料
、
受
講
料

の
合
計
額
の
20
％
に
相
当
す
る
額

（
上
限
は
10
万
円
、
下
限
は
4
千
円
）

●
対
象
講
座

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
講

座
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
講
座

（
例
）
パ
ソ
コ
ン
、
経
理
事
務
、
医

療
事
務
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
　
等

※
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め

に
は
、
受
講
前
に
対
象
講
座
の
指

定
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
児
童
福
祉
課
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先
　

児
童
福
祉
課
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ

1（
52
）1
1
1
4

母
子
家
庭
・
寡
婦
の
方
に

各
種
貸
付
の
お
知
ら
せ
で
す

高
校
、
大
学
等
進
学
や
就
職
を

す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
方
へ
、
必
要

な
資
金
の
貸
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
就
学
支
度
資
金
（
入
学
時
に
必

要
な
資
金
）

▼
就
学
資
金（
授
業
料
、
書
籍
代
等
）

▼
就
職
支
度
資
金
（
就
職
に
必
要

な
被
服
等
の
購
入
資
金
）

※
た
だ
し
、
育
英
資
金
、
そ
の
他

の
制
度
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
他
に
、
技
能
習
得
資

金
、
修
業
資
金
、
生
活
資
金
、

結
婚
資
金
、
医
療
介
護
資
金
、

住
宅
資
金
等
の
貸
付
制
度
が
あ

り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
児
童

福
祉
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

児
童
福
祉
課
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ

1（
52
）1
1
1
4
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夏でも冬でも、気温が極端な季節になってくると、日本人はよく「暑い！」また
は「寒い！」と、ため息まじりに言いますよね。でも、毎回毎回言わなくていいで
すよ。(^_^) それは季節の流れですから、当たり前のことです。ただ、ドイツでは冬
にスカートの人は少ないですね。あまり「寒い、寒い。」ばかり言っているとドイツ
人に「冬にふさわしい服装をすれば寒いことはない！」と一喝されてしまいますよ。
あなたも誰かに言ってみませんか？

ドイツではもう11月末からクリスマスの準備期間「アドヴェント」が始まり、
ドイツの子供たちはまず12月6日にプレゼントをもらいます。これは日本にはない
習慣なので皆さんにお話ししたいと思います。
12月6日の朝、子供たちは目覚めるとすぐにドアの前に置いた長靴の中を覗きま

す。長靴の中にはチョコレートやみかん、ナッツなどがいっぱい詰まっていて子
供たちは大喜び。贈り物はサンタクロースからではなく、「聖ニコラウス」からの
ものです。ニコラウスは良い子にはプレゼントを置いていきますが、悪い子のも
とには小枝のムチを持って現れ「おしおき」をしていきます。プレゼントかおし

おきのどちらかだなんて、子供たちにはちょっとドキドキの朝ですね。だからといってニコラウスは決して
怖いおじさんではありません。子供たちがみんな良い子であるようにと願ってのことです。さて、この日は
子供だけがプレゼントをもらう日ではありません。大人たちの間でもプレゼントを渡し合います。というわ
けで、今年はクリスマスだけでなく12月6日にも誰かにプレゼントをおねだりしてみてはいかがでしょう。

ウリさんの『クリスマスの旅』
～お楽しみクリスマス会～

ドイツ流のクリスマスを体験してみませんか？

●日　時 12月15日（土）
●場　所 保健福祉センターきらら館
☆午前の部は親子10組、午後の部は大人の方20名
（お子さん同伴でも可）を募集します。参加費は
子ども300円、大人500円です。参加を希望され
る方は、12月10日（月）から14日（金）までに市
国際交流協会事務局（生活課内140-5555）まで
申し込みください。

今月の

今月の

もうすっかり冬ですね。さすがに寒くなってきました。皆さんお元気でしょうか。私は毎日の天気にとても
悩んでいます。なぜならば私は寒がりで、日本にはドイツのように集中暖房設備がないからです。我慢できる
かどうか､どのくらいの気温になるか、朝目覚まし時計が鳴るとどんな寒さを感じるか…と考えています。
ドイツもすっかり寒くなりました。今年は10月の下旬にミュンヘンで初雪が降りました！その時両親と電話

で話しましたが、母は寒さに弱い花を家の中に入れ、庭にある池には防寒準備をして、全国暖房のシーズンが
始まったそうです！そして、10月28日からは冬時間となり（毎年10月の最終日曜日からで
す。夏時間は毎年3月の最終日曜日から始まります）、日本との時差はマイナス8時間と替わ
りました。いよいよ冬の到来ですね。
冬の朝、職場に着くと「寒いですね、でもドイツの方がもっと寒いですよね。」というのが

ほとんど毎日の挨拶になっています。「うーん…」と唸ってしまいます。ドイツの冬はもちろ
ん日本よりかなり寒いけれど、壁がある屋根付の建物であれば、ちゃんとしたヒーティング
システムが設置されています。ですから部屋の中ではダウンではなく、半袖で過ごせます。
皆さん、今年の冬も体に十分気をつけて、風邪をひかないようにしましょう！

冬とクリスマス
Vol.4

親子10組 大人20名

＜午前の部＞
午前9時30分～正午

親子で
クリスマスクッキー作り
昨年も好評だったドイツ
で有名なクリスマスクッ
キーを今年は親子で楽し
く作りましょう！

＜午後の部＞
午後1時30分～4時
大人のための

グリューワイン作り
ドイツのクリスマスには
欠かせない甘くてHOTな
赤ワインをクリスマスク
ッキーと一緒に楽しみま
しょう！
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◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
接
続
形
態

「
光
フ
ァ
イ
バ
ー
（
31
・
6
％
）」、「
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
（
37
・
2
％
）」、「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

（
3
・
9
％
）」
を
合
わ
せ
7
割
以
上
が
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
利
用
未
経
験
者
を
含
め
る
と
全
体
の
42
・
5
％
が
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
を
利
用
し
て
い

ま
す
が
、
全
国
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
世
帯
普
及
率
（
51
・
7
％
）
よ
り
や
や
低
い
普
及
率
と
な

っ
て
い
ま
す
。

通
信
回
線
整
備
状
況
別
に
み
る
と
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
整
備
済
地
域
で
は
「
光
フ
ァ
イ
バ
ー

（
39
・
6
％
）」、「
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
（
34
・
6
％
）」、「
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
（
3
・
3
％
）」
と
ブ
ロ
ー

ド
バ
ン
ド
利
用
率
が
8
割
弱
で
、
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
整
備
済
地
域
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
未
整
備
地
域
よ

り
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
未
整
備
地
域
で
も
「
利
用
し
て
い
な
い

（
19
・
2
％
）」
を
除
き
、
8
割
以
上
が
何
ら
か
の
接
続
形
態
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

い
ま
す
。

◆
普
段
の
生
活
で
必
要
と
な
る
地
域
の
情
報

「
医
療
機
関
（
54
・
1
％
）」
が
最
も
多
く
過
半
数
を
超
え
て
お
り
、
次
い
で

「
買
い
物
（
31
・
5
％
）」、「
福
祉
（
28
・
2
％
）」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
下
野
市
か
ら
提
供
し
て
欲
し
い
情
報

「
保
健
、
医
療
（
51
・
4
％
）」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
市
で

行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
（
35
・
7
％
）」、「
福
祉
（
24
・
7
％
）」、

「
防
災
、
防
犯
（
24
・
2
％
）」
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

市地域情報化計画の基本的な方向性
市民アンケートや庁内情報化現況調査等をもとに、市情報化推進本部（本部長：市長）及び学識経験者

と公募委員で構成する市情報化推進委員会（委員長：根本典夫氏）で当計画の基本的方向性を検討したと
ころ、次の5つの項目にまとまりました。
１．誰もが情報化の恩恵を享受できる情報化推進基盤の整備
２．電子市役所の推進による便利さを実感できる市民サービスの実現
３．安全・安心な市民生活の実現
４．行政事務の高度化・効率化
５．地域の一体感の醸成と豊かで活力あるまちづくりの推進
今後、この基本的方向性をより具体的に検討し、今年度中に当計画を策定する予定です。

※本調査結果における「ブロードバンド未整備地域」は「電話交換局より
2㎞以上の地区（ADSLの通信品質が低い地区）」としているため、実際
にはADSLサービスを利用可能な地区もあります。

◆光ファイバー非利用者の今後の光ファイバー利用意向
19.3%の方が「是非利用したい」と回答しています。また、

利用を検討する場合の一番の懸念事項として「月額料金が安
価になれば利用したい（54.9%）」が多く挙げられています。
一方で「利用したくない」は2.2%に留まっています。

◆下野市ホームページの利用頻度
「よく利用している（0.5%）」、「ときどき利
用している（10.5%）」であり、利用頻度はあ
まり高くありません。

◆
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

今
後
利
用
し
た
い
こ
と

「
各
種
証
明
書
の
交
付
（
51
・

0
％
）」
が
最
も
多
く
、
次
い
で

「
電
子
申
請
・
届
出
手
続
き

（
47
・
1
％
）」
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
一
方
、「
情
報
公
開
手
続
き
、

公
開
文
書
の
提
供
（
8
・
3
％
）」、

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
行
政

活
動
へ
の
参
加
（
3
・
9
％
）」

を
挙
げ
る
方
は
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
市
民
に
身
近
な
証
明
書
の

交
付
や
申
請
・
届
出
の
オ
ン
ラ
イ

ン
化
を
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

■ブロードバンドとは？
映像や音声といった大容量

のデータを高速で伝送できる
インターネット接続のこと。
■光ファイバーとは？
光信号を伝送するための通

信線。整備地域であれば、ど
こでも超高速のインターネッ
ト接続サービスが利用可能。
インターネット接続サービス
の主流となりつつある。
■ＡＤＳＬとは？
電話線を使った高速インタ

ーネット接続サービスだが、
電話交換局から遠くなると通
信速度・品質が落ちる。
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製
造
事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

平
成
19
年
工
業
統
計
調
査
を
、

12
月
31
日
現
在
で
行
い
ま
す
。

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

本
年
12
月
か
ら
来
年
1
月
に
か
け

て
調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い

た
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
に

基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、
本
年
の
調
査
よ
り
調
査

項
目
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
の

で
、
調
査
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
情
報
統
計
グ
ル
ー
プ

1（
40
）5
5
5
2

平
成
20
年
版
「
県
民
手
帳
」

販
売
中

●
販
売
時
間

平
日
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

●
場
　
所

企
画
財
政
課

●
規
格
・
価
格

大
型
判
5
2
0
円

（
縦
15
㎝
×
横
8.5
㎝
）

ポ
ケ
ッ
ト
判
3
7
0
円

（
縦
12
㎝
×
横
7.5
㎝
）

●
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
情
報
統
計
グ
ル
ー
プ

1（
40
）5
5
5
2

第
5
回
　
ほ
っ
と
Q
介
護
教
室

介
護
や
介
護
予
防
の
た
め
の
教

室
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
の

で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ふ
る
っ
て

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
　
時

12
月
11
日（
火
）

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

●
場
　
所

ゆ
う
ゆ
う
館
　
会
議
室

●
テ
ー
マ

「
や
さ
し
い
人
間
関
係
〜
あ
な

た
ら
し
い
人
間
関
係
を
ス
タ
ー
ト

し
て
み
ま
せ
ん
か
〜
」

●
講
　
師

太
田
　
芳
一
先
生
（
元
烏
山
健

康
セ
ン
タ
ー
所
長
、
現
栃
木
県
衛

生
福
祉
大
学
校
非
常
勤
講
師
、
宇

都
宮
家
庭
裁
判
所
調
停
委
員
、
県

内
の
小
中
学
校
・
高
等
学
校
の
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
産
業
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
、
社
会
福
祉
士
、
精

神
保
健
福
祉
士
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
い
し
ば
し

1（
51
）0
6
3
3

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
く
ぶ
ん
じ

1（
43
）1
2
2
9

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
み
な
み
か
わ
ち

1（
47
）2
7
7
1

普
通
救
命
（
定
期
）
講
習
会

●
日
　
時

12
月
15
日（
土
）

午
後
9
時
〜
正
午

●
場
　
所

石
橋
地
区
消
防
組
合

消
防
本
部
3
階
大
会
議
室

●
内
　
容

①
心
肺
蘇
生
法
実
技

②
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い

③
止
血
法
等

●
定
　
員

30
名
（
参
加
無
料
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

石
橋
消
防
本
部
警
防
課
救
急
救
助
係

1（
53
）6
1
6
7

5（
53
）6
1
7
4

石橋駅エレベーター設置工事の
実施について

下野市ではバリアフリー環境整備事
業として、人にやさしいまちづくりと
の観点から石橋駅のバリアフリー化の
ため東西口にエレベーターの設置工事
を実施する予定です。今年度は西口へ
エレベーター設置の工事をします。工
事期間中は市民の皆様には何かとご迷
惑をおかけしますが、ご協力の程をよ
ろしくお願いします。
●工事期間 平成19年12月上旬から

平成20年3月下旬まで
●問い合わせ先 都市計画課　148-2114

下下
野野
市市
市市
民民
農農
園園
のの
利利
用用
者者
募募
集集
にに
つつ
いい
てて

市
民
農
園
は
、
野
菜
作
り
や
花
作
り
を
通
し
て
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
や

農
業
体
験
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
健
康
的
で
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
を
目
指

す
と
と
も
に
、
都
市
と
農
村
の
交
流
を
促
進
し
、「
ふ
る
さ
と
意
識
や
郷
土

愛
」
を
育
み
、
農
業
・
農
村
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
設

置
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
利
用
期
間
（
平
成
18
年
4
月
1
日
〜
平
成
20
年
3
月
31
日
）
が

終
了
し
ま
す
の
で
、
次
の
利
用
期
間
（
平
成
20
年
4
月
1
日
〜
平
成
22
年

3
月
31
日
）
の
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
名
　
称

下
野
市
市
民
農
園

●
所
在
地

下
野
市
薬
師
寺
2
8
5
0
番
地
1

●
管
理
主
体

財
団
法
人
　
下
野
市
農
業
公
社

●
利
用
者
組
織

市
民
農
園
利
用
者
の
会
（
入
会
が
条
件
と
な
り
ま
す
）

●
募
集
期
間

平
成
20
年
1
月
10
日（
木
）〜
31
日（
木
）

●
募
集
方
法

下
野
市
農
業
公
社
（
南
河
内
庁
舎
）
に
て
申
込
用
紙
に

記
入
願
い
ま
す
。
な
お
、
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽

選
と
な
り
ま
す
。

※
抽
選
で
引
き
続
き
利
用
す
る
方
々
に
つ
い
て
は
、
現
在

利
用
し
て
い
る
区
画
を
優
先
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
使
用
期
間

平
成
20
年
4
月
1
日
〜
平
成
22
年
3
月
31
日

●
募
集
区
画
数
等

20
㎡
〜
45
㎡
ま
で
の
八
サ
イ
ズ
102
区
画

●
使
用
料
等

年
額
　
1
㎡
当
た
り
2
0
0
円

☆
決
定
通
知
は
、
2
月
末
日
ま
で

に
郵
送
し
ま
す
。
利
用
者
説
明

会
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

下
野
市
農
業
公
社

1（
48
）2
1
1
7




